
 

川崎市風しんの第５期予防接種実施要領  

 （目的）  

第１条 この要領は、予防接種法（昭和２３年法律第６８号）に基づく

定期の風しんの第５期予防接種（以下「定期予防接種」という。）に

ついて、必要な事項を定めることにより、予防接種事業の円滑な実施

を図ることを目的とする。  

（事業の実施）  

第２条 市長は、定期予防接種の実施について、「川崎市風しんの第

５期予防接種事業の一部委託に関する契約書」に基づき、次の各号

に掲げる定期予防接種に係る事務を委託により実施する。  

（１）接種対象者の確認  

（２）個別接種による予防接種  

（３）予防接種済証への記録及びその他の事務  

（４）次条に掲げる医療機関への委託料の支払及びその他の事務  

（実施場所）  

第３条 定期予防接種は、市長と「川崎市風しんの第５期予防接種事業

の一部委託に関する契約書」を締結する医療機関で行う。  

 （対象者）  

第４条 定期予防接種の対象者は、昭和３７年４月２日から昭和５４年

４月１日の間に生まれた男性で、令和６年度末までに抗体検査を実施

した結果、風しんの抗体が不十分な方であって乾燥弱毒性生麻しん風

しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種が

できなかった者とする。  

（対象者の確認）  



 

第５条 定期予防接種の対象者は、別紙１に掲げる川崎市が発行した予

防接種券及び別紙２に掲げる基準の抗体価を示す抗体検査の結果の

提示を行った者とする。  

 （接種方法）  

第６条 定期予防接種に使用する接種液は医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５

号）第４３条に基づく検定に合格した乾燥弱毒性生麻しん風しん混合

ワクチン又は乾燥弱毒性生風しんワクチンとし、あらかじめ実施機関

が購入した上で、皮下に０．５ｍｌを接種する。  

   附 則  

 この要領は、平成３１年 ４月 １日から施行する。  

   附 則  

 この要領は、令和７年 ４月 １日から施行する。  
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